
〇 消費・安全対策交付⾦のうち
地域での⾷育の推進（⾷品安全等に関する消費者の理解醸成等）

＜対策のポイント＞
次期⾷育推進基本計画の推進に向けて、⾷育の取組を加速化させるため、農林漁業体験機会の提供をはじめとする⽣産者と消費者との交流の促進や、
学校給⾷における地場産物等の活⽤促進のほか、新たに、総合的・計画的な「農林漁業教育」の実践に向けた地域農業・教育連携モデルの創出の取組を
⽀援するなど、⾷品安全等に関する消費者の理解醸成等の地域の関係者等が連携して取り組む⾷育活動を引き続き推進します。

＜事業⽬標＞
次期⾷育推進基本計画の⽬標の達成

＜事業イメージ＞＜事業の内容＞
１．⾷育活動を推進する⼈材の育成・活⽤
地域で活躍する⾷育推進・農業体験リーダー等の育成を図るほか、⾷に関する⺠間資

格を有する者を活⽤し、⾷育活動の促進につなげる取組を⽀援します。
２．農林漁業体験機会の提供をはじめとする⽣産者と消費者との交流の促進
⾷や農林⽔産業への理解を増進する農林漁業体験機会の提供や、産直活動や

CSA(地域⽀援型農業)の取組に向けた情報発信等、⽣産者と消費者との交流を促進
する取組を⽀援します。
３．地域における共⾷の場の提供
地域における共⾷のニーズの把握や⽣産者とのマッチング等により、多世代交流やこども

⾷堂等の共⾷の場の提供を⽀援します。
４．学校給⾷における地場産物等活⽤の促進、和⾷給⾷の普及
地場産物等を使⽤するための⽣産者とのマッチングや連携体制づくり、学校給⾷向け地

場産物等の安定供給に向けた機械・設備等の導⼊等の取組を⽀援します。
５．産地・⽣産者への理解向上
消費⾏動の機会を捉えた、消費者の⾏動変容に直結する産地情報等の効果的な発

信に必要な技術実装を⽀援します。
６．環境に配慮した農林⽔産物･⾷品への理解向上、⾷品ロスの削減
環境に配慮した農林⽔産物・⾷品や⾷品ロス削減の取組への理解向上に向けた意識

調査、セミナーの開催等の普及啓発を⽀援します。
７．地域⾷⽂化の継承
地域⾷⽂化の継承や⽇本型⾷⽣活の実践に向けた調理講習会や⾷育授業等の開

催を⽀援します。
８．地域農業・教育連携モデルの創出
⽣産者等が学校関係者等と連携して、農林漁業に関する教員研修・座学・体験機会

の提供、学校給⾷における地場産物等の活⽤等を総合的に実現する計画の作成と、そ
の計画に基づく「農林漁業教育」の実践を⽀援します。

⽬標の達成に資する
地域の取組を⽀援

・⾷・農林⽔産業への理解向上
・産地・⽣産者との交流促進
・地場産物等の活⽤促進 等

次期⾷育推進基本計画の⽬標の達成

【参考】⽬標（第４次⾷育推進基本計画の⽬標のうち当省関連）
・地域等で共⾷したいと思う⼈が共⾷する割合を増やす
・学校給⾷における地場産物を活⽤した取組等を増やす
・栄養バランスに配慮した⾷⽣活を実践する国⺠を増やす
・⾷育の推進に関わるボランティアの数を増やす
・農林漁業体験を経験した国⺠を増やす
・産地や⽣産者を意識して農林⽔産物・⾷品を選ぶ国⺠を増やす
・環境に配慮した農林⽔産物・⾷品を選ぶ国⺠を増やす
・⾷品ロス削減のために何らかの⾏動をしている国⺠を増やす
・地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている国⺠を増やす
・⾷品の安全性について基礎的な知識を持ち、⾃ら判断する国⺠を増やす

学校給⾷における
地場産物等活⽤農林漁業体験機会の提供

⽀援事業(例)

＜事業の流れ＞
都道府県定額 1/2以内

⺠間団体等
（都道府県、市町村を含む）国

⽣産者と消費者との
交流イベントの開催

産地情報等の効果的な
発信に向けた技術実装

（③８の事業）定額 ⽣産者団体等
（都道府県、市町村を含む）

令和８年度予算概算決定額 1,896百万円（前年度1,896百万円）の内数

（03-6738-6558）消費・安全局消費者⾏政・⾷育課［お問い合わせ先］

1/2以内 ②都道府県域を越えた取組
１〜７の事業

①都道府県を通じた取組
１〜４，６、７の事業


